
令和７年度第２回八千代市緑化審議会 

 

次    第  

 

 
           日  時   令和７年９月１日（月）  

                午後２時００分から  

           場  所   八千代市役所  別館  

第１・２会議室  

                  

１  開会  

 

２  議題  

（１）令和７年度第１回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映に

ついて（第１章から第５章）  

（２）八千代市緑の基本計画の改定について（第６章）  

（３）その他  

 

３  閉会  



令和７年度八千代市緑化審議会スケジュール
開催数 日程（予定） 議題

1
６月６日（金）

開催済

【議題1】令和6年度第1回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について

【議題2】八千代市緑の基本計画の改定について（第3章・第4章・第5章）

【議題3】その他

2 ９月１日（月）

【議題1】令和7年度第1回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について

【議題2】八千代市緑の基本計画の改定について（第6章）

【議題3】その他（今後のスケジュール説明等）

3

１０月下旬

~

１１月上旬

【議題1】令和7年度第2回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について

【議題2】八千代市緑の基本計画の改定について（第7章・第8章）

【議題3】その他（今後のスケジュール説明等）

4

１２月中旬

~

１２月下旬

【議題1】令和7年度第3回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について（最終案提示）

【議題2】その他（今後のスケジュール説明等）

5 ３月中旬
【議題1】八千代市緑の基本計画のパブリックコメントの結果について

【議題2】八千代市緑の基本計画（改定版）策定について

パブリックコメント（１月中旬～２月中旬）

別 紙
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令和 7年度第 1回八千代市緑化審議会の各委員意見の反映について 

話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

西 廣

会長 

・レインガーデンに関する第 1 回目の発言については，緑地は単に景観的に「緑が多

い」ことが評価されるのではなく，持っている多様な機能を活かす視点が重要という

趣旨である。そのような緑地が果たす機能に着目した活用が良いのではないか。 

・たとえば，日陰をつくることで周辺を涼しくする効果や，雨水を地下に浸透させる「レ

インガーデン（雨庭）」のような仕組みがその代表である。 

緑の機能につ

いて 

第 1章-4 ・（2）緑の機能の説明の充実 

岩 瀬

委員 

 

・特にこの 1 年間は不登校の子どもを持つ保護者と定期的（月 1 回程度）に交流の場

を持ってきた。 

・不登校の子どもたちが社会とつながるための「入口」として，市役所の公園緑地課が

大きな役割を果たせるのではないかと考えている。自然や緑の中での活動は，子ど

もにとって人と触れ合い，心を癒す機会となり得る。 

・緑の空間は，単なる環境資源としてではなく，心のケアや社会参画のきっかけにもな

り得る。こうした観点から「緑」を支援活動のキーワードとして位置づけていくことは

どうか。 

・将来の担い手となる子どもたちの成長を支えるためにも，「緑」を活用した支援の種

まきを公園緑地課の重要な仕事の一環として位置づけ，積極的に取り組んでほしい。 

緑の機能につ

いて 

第 1章-4 ・（2）緑の機能の説明の充実 

 

西 廣

会長 

・緑の空間を不登校支援や子どもの居場所づくりなどに活用できるよう，計画上はそ

のような活用提案につながるような書き方・想定をしてほしい。明示的に支援策とし

て記述しなくても，活用可能性を広げる表現を工夫してほしい。 

緑の機能につ

いて 

第 1章-4 

 

・（2）緑の機能の説明の充実 

 

西 廣

会長 

・資料 2-1 や 2-3 に登場する「グリーンインフラ」という言葉は，一般市民には十分に

認知されていない可能性があり，よりわかりやすい言葉や説明が必要。用語だけを出

すのではなく，その役割や意義を丁寧に伝えることが必要。 

・グリーンインフラとは，緑地がもたらす「暑さ対策」や「子どもの遊び場」といった，

人々の生活に直接役立つ機能を活用するもの。したがって，人間の暮らしを支えるイ

グリーンインフ

ラについて 

第 1章-4 ・緑の機能の説明末尾にコラムとして

補足 

資料１―１ 
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話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

ンフラという視点が本質である。 

原 

委員 

・北部の里山において，新川に沿って連続的に形成されている斜面緑地は，景観形成

上，非常に重要である。水景である新川を挟みながら，両岸に緑地が連なって残って

いることが景観的にも大きな価値を持っている。 

・資料2-1（27頁下部）に示されたエコロジカル・ネットワークの構造においても，斜面

に残る森の存在は，鳥類，哺乳類，植物など多様な生物の移動・生息にとって不可欠

であり，生物多様性の観点から重要である。（例えば資料 2-1 計画の基本方針で，基

本方針 1「里山など八千代市の特徴となる豊かな緑を守ります」，と書いてあり，基本

方針4では「エコロジカル・ネットワークの形成を推進します」となっている。） 

・現行計画では，地域ごとにブロックを区切って記述しているため，地域間をつなぐ

「緑の連続性」の視点が抜け落ちている。特に谷津地域における緑のつながりを確保

することは，生態系の保全に直結する課題である。 

・具体的な記述方法には時間的，技術的な問題もあるが，斜面林の連続性を保全する

意義について，どこかで明確に位置づけていただきたい。八千代市の生物多様性保

全において中心的な要素と考える。 

・将来的に八千代市が目指すべき方向性として，生物多様性の確保，特に緑の連続性

を維持・強化することが非常に重要である。 

緑の連続性 第 2章 

-1-（1）-⑥ 

 

 

・緑の連続性があることの説明を充実

した 

 

 

原 

委員 

・資料 2-3 の「基本方針 1-1-② 谷津・里山の保全手法の検討」には，「新たな保全制

度の検討」とあるが，斜面林の保全を具体的に想定した内容として，もう一歩踏み込

んだ記述が望まれる。 

・「基本方針 1-2-① 社叢林・屋敷林の保全」については，神社・寺院・屋敷林といった

文化的施設が，かつての谷津田周辺に点在しているという実態を踏まえ，これらとの

連携を図りつつ，歴史的・文化的価値と併せた保全に取り組む必要がある。 

・谷津や社そう，寺社林などがつながることで形成される緑の連続性を，文化・歴史的

視点とあわせて計画に反映させるべきである。 

緑地の保全施

策 

第 2章 

-2 

 

第 2章 

-1-（1）-⑥ 

 

・コラムによる緑地の説明を充実して

どのような規制がかけられているか

などを記載した。 

・第2章2-（7）で保全配慮地区を設定

し，保全策を実施している旨，記載。 

・緑の連続性があることの説明を充実

した 
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話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

濱 野

委員 

・資料 2-3「基本方針 2-1」に記載の「100 万本のバラ構想」について，その実現性や

具体内容が不明確。 

・同資料にあるバラ苗配布の実績（令和 5 年度：7 校，48 本）は，実際には令和 6 年

度末で 12校・200本に到達しており，記述内容の修正が必要。 

バラに関する

施策など 

第 2章 

-2-（8） 

 

・近年の市の取組で記載 

濱 野

委員 

・「基本方針 2-1-（2）新川千本桜の活用」では，令和 8 年 5 月に予定されている桜シ

ンポジウムを明記すべき。 

さくらシンポ

ジウム 

第 2章 

-2-（8） 

 

・近年の市の取組で記載（済み） 

濱 野

委員 

・「基本方針 2-2 緑のまちづくり」では，市民主体の活動（自治会主導による草花の植

栽）が広がりつつある。地域振興財団による苗の配布や，約 100 団体による草花の

苗の植栽，助成制度の活用実績などを踏まえた現状分析が必要。 

助成制度など

の現状，課題

の分析 

第 2章 

-2-（5） 

 

・八千代市地域振興財団の事業の記述

を充実 

高 橋

委員 

・地域振興財団によって運用されている助成制度（花苗など）について，公園緑地課も

一体となって施策の実態・成果を把握し，改善を図るべきである。実施状況を把握

し，分析・反映した方がよい。 

・「指定管理者」という言葉が計画中にでてくるが，その制度的な位置づけや運営実

態，成果，かかっているコストなどが十分に説明されていない。たとえば「ホタルの

里」等に関しても，現状や市民の評価が明らかにされておらず，市民目線での情報提

供が必要である。 

・緑の量が前年より増えた，5 年で変化があった等の数値データが示されても，実感と

して市民に何が残るのか，どのような意義があるのかが伝わりにくい。数字だけでは

「そうなのか」で終わってしまう。 

・施策や実績を「市民にとってどう見えるか」「どう受け止められるか」を重視し，具体

的なアプローチ（6 章以降に記載されたような内容）とセットで示すべき。新しい施策

や国の政策との整合性を確認しながら，市民が分かりやすく理解できる形での説明

と展開が求められる。 

助成制度や指

定管理による

運営状況など

の現状，課題

の分析 

第 2章 

-2-（5） 

 

第 2章 

-2-(4) ，

（7） 

 

第 2章 

-2-（7） 

 

・八千代市地域振興財団の事業の記述

を充実 

 

・指定管理者の状況について追記・記

述を充実 

 

 

・旧計画で定めた重点施策について追

記 
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話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

西 廣

会長 

「グリーンインフラの推進による生物多様性の確保」といった表現では，生物多様性が

目的でグリーンインフラが手段であるように受け取られる。本来は人の暮らしを支え

るための手段であり，あくまで生物多様性はその構成要素（部品）の一つという位置

づけが正確。 現在の構成では言葉の意図が正確に伝わらない恐れがあるため，次

回までに委員全体で共有できるよう，自身も協力するので文章構成の見直しを行っ

てほしい。 

基本方針の名

称について（グ

リーンインフラ

関係） 

第 3章-3 ・（生物多様性の確保）とした 

西 廣

会長 

・資料2-2のP.33「第4章（3）拠点の配置」では，「まちなかの緑の拠点」については

複数の公園名が挙げられ，「～等」という形で他にも拠点があることが示唆されてい

る。一方，「谷津里山の拠点」については2箇所のみが明示されており，記載に差が見

られる。このような記述だと，「谷津里山の拠点はこの 2 箇所だけが重要」という印

象を与える可能性があり，他の地域の住民が「自分たちの地域は拠点ではないのか」

と感じるおそれがある。 

まちなかの緑

の拠点につい

て 

第 4章 

 

 

・拠点名を追記した 

濱 野

委員 

・「基本方針 2-2-（1）-②」に関連し，近隣市（市川市，習志野市，流山市）では公園緑地

課が資金や人を出してオープンガーデンを推進している事例がある。八千代市でも

同様に，市民の立ち上げによる活動を行政がバックアップする体制があるとよい。 

市民参加によ

る緑化のバッ

クアップ 

第５章 

基 本 方 針

2-2-（1） -

②，③ 

・記載内容の修正 

西 廣

会長 

・基本方針 4-1（1）で，生物多様性戦略策定に向けての記載があるが，八千代市では

どのような要素を大事にするのか，それはどういう根拠でそうなったのかという事

が問われると思いますので，計画が進展していないのであれば，次回に向けて改め

た方がよいと思いました。 

生物多様性戦

略について 

第５章 

基 本 方 針

4-1-（1） 

・生物多様性戦略についての記載の変

更 

高 橋

委員 

・緑の取組に対する市民の理解促進のためには，行政による情報公開のあり方が重

要。特に小学生から高齢者まで幅広い年齢層が対象となるため，対象者に応じた方

法での情報発信が求められる。 

・資料 2-3 の P.2 にある「里山（楽）学習会」などの取組をさらに拡充し，学校教育の

中に積極的に取り入れていくことで，将来的に環境意識を持った世代を育てる土台

緑化情報の発

信について 

第５章 

基 本 方 針

5-1-（1） 

・基本方針5-1に緑の情報発信につい

ての記載を充実 
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話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

づくりにつながる。5年，10年先を見据えた持続的な取組が必要。 

・参加の方法がオープンにされていないと，市民の主体的な関与や理解が深まりにく

い。 

・資料2-3 P.24の「生物多様性」について，どのような生物多様性を目指すのかとい

った情報発信が必要。市民によって意見や価値観に違いがあるため，優先順位や考

え方を統一して伝えることが望ましい。 

・市民の意見を吸い上げる手段としてのオンラインアンケート等を用いて，市民がどう

考えているのかについても情報発信を行ってほしい。また，すでに実施されている情

報公開も，誰にでも分かるように広報手段を工夫すべき。 

高 橋

委員 

・アクセスがどのくらいあるのか，どのようにアクセス数を増やしていくのかという分

析が必要。 

・数値を出すのが目的ではなく市民の意識が少しでも上がっているかどうかという事

を，アクセス数等である程度の判断が出来ればだいぶ違うのではないかと思います。

５年後 10年後を見るという事を思いました。 

SNS の活用，

現状分析 

第５章 

基 本 方 針

5-1-（1） 

・基本方針5-1に緑の情報発信につい

ての記載を充実 

原 

委員 

・資料 P.29「基本方針 5-1（2）」の「緑に親しむ機会の充実」にあるように，自然とふ

れあう活動の推進には，里山歩きやハイキングなどの取組がある。ハイキングや里山

歩きのマップが整備されていないようであれば，計画に盛り込み，情報発信ツールと

して整備することで，取組の充実と市民参加の促進につながる。 

緑地の活用施

策 

第５章 

基 本 方 針

5-1（2） 

・里山マップを活用した自然とふれあ

う活動を推進する旨記載 

（担当課にて里山マップを作成してお

り，HPにも掲載しています） 

西 廣

会長 

・NPO など活動団体ごとに行政の関係部署との繋がりが異なり，教育委員会，環境部

局，公園緑地課などさまざまである。市民団体からの声を，市役所が適切に受け止

め，緑地へのニーズ把握や地権者との調整などが行政の役割として考えられる。 

市民意見の集

約 

第 5章 

基 本 方 針

5-1 

・基本方針5-1に緑の情報収集につい

て追記 

濱 野

委員 

・全体として，総論的な記述が目立ち，身近な地域課題に即した具体的な記述が少な

いと感じる。 

・今回の中間点検においては，策定済みの計画が実際にどこまで進んでいるのかを踏

地域の課題 第 6章 ・第 6 章に地域の視点から見た緑の施

策を記載 
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話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

まえた上で，課題の有無を明らかにし，今後の方向性を地域ごとの実態に基づいて

議論していくべきである。 

・個別・具体的な地域課題の積み上げも重要であり，そうした要素がなければ，住民か

らの意見が出にくい。 

濱 野

委員 

・花や緑に関わる施策は，地域振興財団・教育委員会・土木管理課・緑化公社など多く

の主体が実施しており，庁内で連携して推進すべき。 

・「基本方針 2-2-（4）-②」の道路緑化は土木管理課の担当だが，市民からは緑化が行

政内で分断されているように映る。庁内連携を強化して一体的な取り組みを推進す

べき。 

・緑や花に関する政策は，単に部局別ではなく，市民連携を含めた横断的・全庁的な政

策として，庁内での情報共有や勉強会などを通じて推進していくべき。 

庁内連携につ

いて 

第 8章 ・今後，「計画の推進に向けて」に加筆

予定 

西 廣

会長 

・計画全体のスケジュール，特に「どの段階で点検を行い，どこで見直しを行うのか」

「その時にどういった方法で意見を提出できるのか」といった全体の流れを明確に示

していただくことで，各委員が安心して意見を出すことができる。 

審議会スケジ

ュール 

  

 

話者 発言要旨 発言概要 対応方針 

西 廣

会長 

・指定管理者の言葉の説明は補って頂く事が出来ると思います。それ以外に複数ご指

摘頂きましたが，共通して何が課題か把握し改善があれば新しい施策等に繋げられ

るような仕組みをいかに確保するかという説明が必要だろうというご意見だと思い

ますので，そういった少し丁寧な書き方に見直すという事は可能でしょうか。 

用語の解説  適宜コラムを設け，課題事項となる点

があれば，施策に誘導できるようにし

た。 

 



 

1 

第１章 計画の基本条件 

第１章  計画の基本条件 

計画の目的や緑の定義など計画の基本条件について示します。 

 

１． 計画改定の目的 
 

（１）計画改定の背景と目的 

緑の基本計画は，都市緑地法第 4 条に規定される法定計画です。 

八千代市では，緑豊かなまちづくりを進めるため，「八千代市緑の基本計画」を平成 15 年（2003

年）3 月に策定し，その後，八千代市の緑の状況や根拠法である都市緑地法の改正，社会情勢の

変化，緑に対する市民意識の変化など緑を取り巻く情勢の変化があったことから，平成 30 年

（2018 年）3 月に改定を行いました（以後，「旧計画」という）。 

しかし，平成 30 年（2018 年）3 月の改定後も，緑を取巻く様々な変化が見られます。本市に

おいても社会情勢の変化に対応するため，令和 3 年（2021 年）4 月にまちづくりの指針である八

千代市第 5 次総合計画をスタートさせ，「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれる

まち やちよ」を八千代市の将来都市像とする施策を進めています。 

本市では，こうした変化に的確に対応するとともに，これまでの緑豊かなまちづくりを更に発

展させるため，八千代市緑の基本計画の中間見直しを行います。 

八千代市緑の基本計画（中間見直し）（以下，「本計画」という）は，将来の緑地の保全や都

市緑化の推進，公園緑地の適切な配置や維持管理，生物多様性の保全など，緑に関する様々な施

策を体系的にとりまとめ，緑豊かなまちづくりの推進を図ることを目的としています。 
 

（２）計画の期間 

本計画は，概ね 20 年の計画期間を設定し，各年度は以下のとおりです。 

基準年度 中間年度 目標年度 

平成 27 年度 

（2015 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 17 年度 

（2035 年度） 
 

 

（３）計画対象区域 

本計画は，八千代市全域を対象とします。 

計画対象区域 都市計画区域名 

八千代市全域 八千代都市計画区域 
 

  

資料１―２ 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 計画の位置付け 

本計画は，以下のような様々な上位・関連計画等を踏まえ，相互に関連しながら，緑豊かなま

ちづくりを推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画の位置付け 
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第１章 計画の基本条件 

３． 計画の構成 

本計画は，以下のような内容で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画の構成 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

４． 緑の定義と機能 

本計画は，八千代市の全ての「緑」を対象とした計画です。本計画では，「緑」と「緑地」と

いう用語を区別して用いています。 

（１）緑とは 

「緑」とは，樹木や草花などの植物のみを意味するのではなく，それらを含む周辺の土地や空

間をも意味しています。個人の住まいの庭の緑や街路樹などばかりでなく，公園や広場，農地，

樹林地，河川までも含む広い意味を持ちます。本計画は，八千代市の全ての「緑」を対象として

います。 

 

（２）緑の機能 

緑は，環境の保全，レクリエーション，防災，景観形成など，さまざまな機能を持っています。 

また，緑は「存在効果」と「利用効果」の 2 つに分けて考えることができます。 

存在効果：人が利用しなくても自然に発揮される効果 

（例：二酸化炭素の吸収，動植物の生息地の確保など） 

利用効果：人が利用することによって発揮される効果 

（例：公園での遊びや憩い，市民の交流，防災空間としての活用など） 

以下に，緑の機能について説明します。 

 

■環境保全 ～緑は都市の環境を守ります～ 

緑は，以下のような機能を通じて環境保全に貢献しています。 

・気温などを調整する機能 

・大気中の浮遊物や排気ガスの浄化や騒音を減衰

させる機能など生活環境を保全する機能 

・生物の生息や生育を支える基盤としての機能 

・地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収する

機能や緑陰を形成する機能 

・山林や農地などの緑は雨水をたくわえ流出する量を調整する機能 

また，農作物や木材などの資源供給の場として利用されます。 

 

■レクリエーション ～緑はレクリエーション活動の場を提供します～ 

緑は，様々なレクリエーションの場を提供します。 

・市街地にある公園や広場は，子どもたちの遊び場

やスポーツの場として 

・地域の人々が交流し，憩うための空間として 

・谷津・里山・水辺などの自然環境は，環境教育や

自然とのふれあいの場として 
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第１章 計画の基本条件 

■防 災 ～緑は都市の安全性を高めます～ 

緑は，以下のような役割を通じて都市の安全性を高めています。 

・大地震時の火災延焼の防止 

・水害や崖崩れに対する緩和効果 

・防風・防砂・防雪などの気象災害の軽減 

・ブロック塀を生け垣にすることで，地震時の倒壊

リスクを低減 

また，住民の避難場所や避難路として利用されます。 

 

■景観形成  ～緑は潤いのある美しいまちをつくります～ 

緑は，まちの景観を形成しています。 

・街路樹や公園の樹木，住宅の庭木，社寺の周囲を

取り囲む樹林など，美しいまちなみを形成 

身近な樹木の成長や四季折々の彩りの変化は，人々にや

すらぎや喜びを与えるなど，心理的な潤いを与えていま

す。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

グリーンインフラ 

これまでに述べたように、都市における緑は、環境保全機能、レクリエーション、防

災、景観形成など多様な機能をもっています。 

グリーンインフラは、「地域課題の解決に向け、戦略的計画に基づいて多様な機能が発

揮される緑」のことで、国土交通省が令和 6 年（2024 年）に取りまとめている「緑の基本

計画×グリーンインフラガイドライン（案）」では、次のような観点が重要としていま

す。 

○緑の機能が地域課題の解決にどの程度寄与しうるかを把握した上で、地域のニー

ズに応じて緑の機能をどこにどの程度導入するべきかの空間分布を検討するとと

もに、効果の把握や施策へのフィードバックを行うこと。 

○地域の実情に応じ、広域的な観点を踏まえ、都市・地域全体や流域全体を検討対

象として捉えること。 

○他分野の専門性を活かした連携、企業や市民の活力による保全・整備・創出・維

持管理・利活用の可能性を検討すること。 

 

八千代市緑の基本計画は、こうした考え方も取り入れて計画を策定します。 

 

  八千代市の緑の概況や課題を第 2 章に，課題などを踏まえた緑の配置方針を第 4 章

に，具体的な取り組みについては第 5 章，第 6 章，第 7 章に記載しています。 
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第１章 計画の基本条件 

（３）緑地とは 

「緑地」とは，何らかの制度または社会通念的な位置付けにより，永続的に担保されるオープ

ンスペースを指し，次の２項目に整理します。 

施設緑地 住民の利用可能な公園・緑地や，これに準じた施設及び公共施設の付属緑地など 

地域制緑地 法や条例，協定などにより，一定の区域の緑を保全するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 緑地の分類 

※１民間施設緑地は，公開しているもの，500 ㎡以上の一団となった土地で建ぺい率が概ね 20％以下のもの，永続性があ
るものとする。 

※２面積算定をする場合は，植栽地面積等（協定により担保される緑化面積）を対象とする。なお，本計画では条例等に
よる緑地として一律計上している。 

1)国民公園 2)都市公園を除く公共空地

3)自転車歩行者専用道路 4)歩行者専用道路

5)地方自治法設置又は市町村条例設置の公園

6)公共団体が設置している市民農園

都市公園以外 7)公開している教育施設(国公立)

8)河川緑地　 9)港湾緑地　10)農業公園

11)児童遊園

12)市町村が設置の運動場，グラウンド

13)子供の国

14)青少年公園　等

道路植栽地や歩行者専用道路　

公共公益施設の植栽地(把握可能なもの)

民有地で公園緑地に準ずる機能をもつ施設

1)公開空地　　　2)市民農園(上記以外)

緑地 民間施設緑地※１ 3)一時開放広場　4)公開している教育施設(私立)

5)協定等を結び開放している企業グラウンド

6)寺社境内地　7)屋上緑化の空間

8)民間の動植物園　9）市民緑地　等

1)緑地保全地域　2)特別緑地保全地区　3)風致地区

4)近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区

5)歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区

6)生産緑地地区　　　7)自然公園区域

法による緑地 8)自然環境保全地域　9)農業振興地域内農用地区域

10)河川区域　　　　11)保安林区域

12)地域森林計画対象民有林　13)保存樹・保存樹林

14)名勝・天然記念物等緑地として扱える文化財

15)景観重要樹木(緑地計上可能なもの)

16)景観地区(緑地に係る事項を定めるもの)　等

協定による緑地※２ 1)都市緑地法に基づく緑地協定

2)景観協定(緑地に係る事項を定めるもの)

1)条例・要綱・協定等による緑の保全地区

　や緑の協定地区

2)樹林地の保存契約

条例等による緑地 3)協定による工場植栽地

4)県や市町村指定の文化財で緑地として

  扱えるもの　等

地

域

制

緑

地

都市公園(都市公園法で規定するもの)

公共施設緑地

都市公園以外の公有地で公園緑地に

準ずる機能をもつ施設

公共施設における植栽地

施

設

緑

地

都市公園等
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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第２章 緑の概況 

 

第２章  緑の概況 

八千代市の概況や緑の現状について整理します。 

 

１． 八千代市の概況            

（１）自然的条件の整理 

①位置・面積 

八千代市は，千葉県の北西部に位置し，北

は印西市，白井市，南は千葉市，習志野市，

西は船橋市，東は佐倉市と接しています。 

東京（大手町）までおよそ 30km，成田国

際空港にもおよそ 25km の位置にあります。 

また，八千代市は，東西におよそ 8.1km，

南北におよそ 10.2km の広がりを持ち，面積

は 5,139ha（51.39 ㎢）となっています。 

※令和 7 年（2025 年）3 月時点の都市計画区域の告

示面積（＝行政面積）は 5,127ha ですが，平成 26

年 10 月に国土地理院より測定方法の変更のた

め，行政面積が 5,139ha に修正されていることか

ら，本計画では都市計画面積を 5,139ha として表

記します。 

 

②地形・地質 

八千代市の地形は，下総台地と呼ばれる標高 20～30ｍ程度の比較的平坦な台地と，台地が侵

食されたことで形成された標高５ｍ程度の低地（谷底平野）で構成されます。低地は樹枝状に複

雑に入り込む「谷津」と呼ばれる地形となっており，八千代市の特徴的な景観を形成しています。 

低地にはいくつもの河川が流れており，市域のほぼ中央を南北に貫流する新川に，桑納川や神

崎川などが流れ込んでいます。 

地質は，台地部は下総層群及び関東ローム層が，低地部は沖積層が分布しており，いずれも第

四紀（約 200 万年前～現在）という最も新しい地質時代に形成されたものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 位置概要 

八
千
代
市 

東京都  

成田国際空港  
● 

20km 

40km 

●東京

(大手町) 

資料：千葉県 HP 54 市町村図に加筆 

資料：自然観察リーフレット 

「八千代市の自然を歩こう！」 

Ｈ16年 3 月発行 

図 地形概要 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

③水系 

八千代市を流れる主な河川は，印旛放水路（新川・花見川），神崎川，桑納川，石神川，勝田

川，高野川，花輪川です。水系は樹枝状模様を呈しており，湧水も多く確認されています。新川

は，大和田排水機場から印旛沼までの河川で，通常は印旛沼が下流になりますが，洪水時などで

は新川の水を大和田排水機場で汲み上げて，花見川に放水し，東京湾に流すことがあります。 

 

④植生 

八千代市の北部では，新川・桑納川・神崎川・高野川などの河川沿いの低地は水田，台地縁と

斜面は樹林地，台地上は畑や果樹園，樹林地などの分布がみられます。低地の水田は谷津田とな

り，周辺の樹林地とともに，八千代市の特徴となる谷津・里山を形成していますが，耕作放棄地

となっているものもあります。また，これら樹林地はクヌギ-コナラ林などの落葉広葉樹二次林や，

スギ・ヒノキ・サワラなどの針葉樹植林が多くなっています。 

市中央部から南部には市街地が広がっており，畑地や落葉広葉樹二次林が点在しています。 

村上地区にある七百余所神社の森は自然度の高い常緑広葉樹自然林で，環境省の自然環境保全

基礎調査において特定植物群落に選定されています。 

 

図 八千代市現存植生図 

 

  

N 

資料：第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査（八千代市分平成 19 年（2007年）調査実施）を基本に，都市公園等のエリア

は，令和 3 年度（2021 年度）都市計画基礎調査のデータを使用して作成。 
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第２章 緑の概況 

⑤動植物の状況 

八千代市では，特徴的な谷津・里山を中心に多種多様な生き物が生息・生育しています。特に，

環境省の選定する「生物多様性保全上重要な里地里山」として，島田谷津とほたるの里が選定さ

れ，市民による保全活動が実施されています。 

なお，島田谷津では，県内で唯一生育が確認されている希少水生植物のヤマトミクリが群生し

ています。また，周辺の樹林地では，豊かな里山の生態系のシンボルであるオオタカの生息も確

認されており，ほたるの里では，良好な湿地環境が維持・再生され，ヘイケボタル，ニホンアカ

ガエル，ジャコウアゲハなどが保全されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 島田谷津，ホタルの里付近（左：昭和 37年（1962年），右：令和元年（2019年）） 

ホタルの周辺の台地は，昭和 37 年（1962 年）には樹林や農地であったが，令和元年（2019

年）には宅地などになった。台地縁辺部の斜面には樹林が残っている。 

出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 

 

⑥生態系のネットワーク 

新川や桑納川を中心とした，水辺とその両側に広がる低地や台地からなる地域は，八千代市を

代表する自然環境です。 

台地にしみ込んだ雨水は湧水となって湧き出し，谷津が形成されています。また，人々の営み

により，こうした低地や台地には，水田や畑地，斜面樹林や屋敷林などがつくられ，特徴的な谷

津・里山の環境が形づくられてきました。 

昭和 30 年代と近年の空中写真を比較すると，近年では住宅地などとなった場所も多く見られ

ますが，農地として谷津田が残っている場所も見られます。 

また，台地の上は住宅地などとなった場所も見られますが，台地縁辺部の斜面には樹林が残り，

新川や桑納川沿いには連続した緑地が形成されています。 

このような環境は，多様な生物の生息・生育を可能にし，豊かな生態系のネットワークとなっ

ています。 

  

島田谷津付近 

ホタルの里 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

桑納川 

新川 

桑納川 

新川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 新川，桑納川一帯（上：昭和 37年（1962年），下：令和元年（2019年）） 

出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 
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第２章 緑の概況 

（２）社会的条件の整理 

①人口及び世帯数の推移 

令和 7 年（2025 年）の八千代市の人口は 206,895 人，世帯数は 99,245 世帯です。人口・世帯

数ともに増加傾向にあります。昭和 32 年（1957 年）に完成した八千代台団地は日本の大規模住

宅団地発祥の地であり，これを契機に大規模住宅団地の建設が進み，昭和 50 年（1975 年）の国

勢調査では，人口 10 万人以上の市で全国一の人口増加率を示しました。基準年度である平成 27

年（2015 年）と令和 7 年（2025 年）を比較すると，人口は 6.4％の伸び，世帯数は 18.6％の伸

びとなっています。 

年齢別人口を幼年人口（0～14 歳），生産年齢人口（15～64 歳），老年人口（65 歳以上）と

3 つの年齢層に分けて比較すると，幼年人口・生産年齢人口の構成比は減少，老年人口の構成比

は増加傾向にありますが，令和 2 年（2020 年）から令和 5 年（2025 年）は生産年齢人口比率が

やや増加しています。 
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資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日現在） 

図 年齢３区分別人口構成比 

図 人口及び世帯数の推移 
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資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日現在） 

※四捨五入しているため，合計が 100％にならない場合があります。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

②土地利用概況  

八千代市の中南部には，人口の多くが集中する市街地があります。北部は市域の半分を占める

農村地帯で多くの緑が残され，谷津，里山等が見られる自然豊かな地域です。 

令和 6 年（2024 年）現在，田，畑，山林等の自然的土地利用は全体の 40％，住宅等の都市的

土地利用は全体の 36％を占めています。 

基準年度である平成 27 年（2015 年）からの土地面積の推移では，田，畑，山林の面積は減少

する一方，宅地面積が増加しています。 

山林は昭和 56 年（1981 年）と比較すると半分以下の面積となっており，減少傾向が著しくな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地目別土地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： Ｈ27 年度版 八千代市統計書 
 Ｒ5 年度版 八千代市統計書 

 

資料：第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査，国土数値情報（用途地域，令和元年（2019 年））を基に作成。 
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図 土地利用現況 

※令和 7 年値は公表後記載 




